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公布 規則

◇ 鳥取県住民基本台帳法施行細則（ ）（市町村振興課）……………………………………………

精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則 一部 改正 規則（ ）

（障害福祉課）…………………………………………………………………………………………

◇鳥取県住民基本台帳法施行細則

趣旨（第 条関係）

規則 、住民基本台帳法（以下「法」 。） 施行 関 必要 事項 定 。

開示請求 方法（第 条関係）

（ ） 法 規定 開示 請求（以下「開示請求」 。） 、本人確認情報開示請求書 行

。

（ ） 開示請求 者（以下「開示請求者」 。） 、次 掲 場合 区分 応 、

定 書類 知事 提出 、又 提示 。

本人 開示請求 場合 運転免許証、旅券 他 本人 氏名及 住所 記載 書類

知事 適当 認

法定代理人 開示請求 場合 法定代理人 係 掲 書類及 戸籍謄本 他 法定代

理人 証明 書類 知事 適当 認

開示 日時等 通知等（第 条関係）

（ ） 知事 、開示請求 場合 、開示請求者 対 開示 日時、場所 他必要 事項 通

知 。 、当該開示請求 係 本人確認情報（法 規定 本人確認情報

。以下同 。） 存在 場合 、 旨 通知 。

（ ）（ ）本文 規定 通知 、本人確認情報開示通知書 行 。

（ ）（ ） 書 規定 通知 、本人確認情報不存在通知書 行 。

（ ） 法 定 期限 開示 発出 通知 本人確認情報開示期限延長

通知書 行 。

開示 方法等（第 条関係）

法 規定 書面 開示 、開示 行 電子計算機 本人確認情報 書面 出力

交付 行 。

訂正等 申出 方法（第 条関係）

（ ） 法 規定 本人確認情報 内容 全部又 一部 訂正、追加又 削除 申出（以下「訂正等申

出」 。） 、本人確認情報訂正等申出書 行 。

（ ） 訂正等申出 者 、 （ ） 同様 。

訂正等 結果 通知（第 条関係）

開示 係 本人確認情報 内容 訂正等 申出 、調査 行 、発出 通知 、
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本人確認情報訂正等結果通知書 行 。

身分証明書（第 条関係）

法 規定 立入検査 職員 身分 示 証明書 様式 定 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 次 掲 規則 所要 改正 行 。

鳥取県個人情報保護審議会規則

鳥取県行政組織規則

鳥取県事務処理権限規則

鳥取県会計規則

◇精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行規則 一部 改正 規則

精神障害者 通院医療費 公費負担 申請及 精神障害者保健福祉手帳 交付 申請 必要 医師 診

断書 様式 、所要 改正 行 。（様式第 号 、様式第 号関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

鳥取県住民基本台帳法施行細則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県住民基本台帳法施行細則

（趣旨）

第 条 規則 、住民基本台帳法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。） 施行 関 必要 事項

定 。

（開示請求 方法）

第 条 法第 条 第 項 規定 開示 請求（以下「開示請求」 。） 、様式第 号 請求

書（以下「開示請求書」 。） 行 。

開示請求 者（以下「開示請求者」 。） 、次 各号 掲 場合 区分 応 、

当該各号 定 書類 知事 提出 、又 提示 。

（ ） 本人 開示請求 場合 運転免許証、旅券 他 本人 氏名及 住所 記載 書類 知

事 適当 認

（ ） 法定代理人 開示請求 場合 法定代理人 係 前号 掲 書類及 戸籍謄本 他 法定代理

人 証明 書類 知事 適当 認
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改 正 後 改 正 前

（庶務）

第 条 審議会 庶務 、総務部県民室及 市町村振興

課 処理 。

（庶務）

第 条 審議会 庶務 、総務部県民室 処理

。

改 正 後 改 正 前

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附 属 機 関 担 任 事 務 庶務担当機関
略

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附 属 機 関 担 任 事 務 庶務担当機関
略
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（開示 日時等 通知等）

第 条 知事 、開示請求 場合 、開示請求者 対 開示 日時、場所 他必要 事項 通知

。 、当該開示請求 係 本人確認情報（法第 条 第 項 規定 本人確認情報

。以下同 。） 存在 場合 、 旨 通知 。

前項本文 規定 通知 、様式第 号 行 。

第 項 書 規定 通知 、様式第 号 行 。

法第 条 第 項 規定 通知 、様式第 号 行 。

（開示 方法）

第 条 法第 条 第 項本文 規定 書面 開示 、開示 行 電子計算機 本人確認

情報 書面 出力 交付 行 。

（訂正等 申出 方法）

第 条 法第 条 規定 本人確認情報 内容 全部又 一部 訂正、追加又 削除 申出（以下「訂

正等申出」 。） 、様式第 号 申出書 行 。

第 条第 項 規定 、訂正等申出 者 準用 。

（訂正等 結果 通知）

第 条 法第 条 規定 結果 通知 、様式第 号 行 。

（身分証明書）

第 条 法第 条 第 項及 第 条 第 項 規定 立入検査 職員 身分 示 証明書 、様式

第 号 。

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（鳥取県個人情報保護審議会規則 一部改正）

鳥取県個人情報保護審議会規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

（鳥取県行政組織規則 一部改正）

鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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鳥取県情報
公開審議会

鳥取県情報公開条例
（平成 年鳥取県条例
第 号）第 条 規定

開示決定等 係
不服申立
審議及 同条例 施

行 関 重要事項
知事 対

意見 具申 関 事
務

県民室

鳥取県個人
情報保護審
議会

鳥取県個人情報保護条
例（平成 年鳥取県条
例第 号）第 条第
項 規定 個人情
報 収集範囲等及 同
条例 施行 関 重
要事項 実施
機関 対 意見 具
申並 自己 個人情
報 開示請求又 訂正
請求 対 決定 係
不服申立 及 自己
個人情報 不適正

取扱 係 是正 再
申出 審議
関 事務

県民室

住民基本台帳法（昭和
年法律第 号） 規

定 権限 属
事項

調査審議及 知事
諮問 応 行 同

法第 条 第 項
規定 通知 係
本人確認情報 保護
関 事項
調査審議並
事項 知事
対 建議 関

事務

市町村振興課

略

鳥取県情報
公開審議会

鳥取県情報公開条例
（平成 年鳥取県条例
第 号）第 条 規定

開示決定等 係
不服申立
審議及 同条例 施

行 関 重要事項
知事 対

意見 具申 関 事
務

県民室

鳥取県個人
情報保護審
議会

鳥取県個人情報保護条
例（平成 年鳥取県条
例第 号）第 条第
項 規定 個人情
報 収集範囲等及 同
条例 施行 関 重
要事項 実施
機関 対 意見 具
申並 自己 個人情
報 開示請求又 訂正
請求 対 決定 係
不服申立 及 自己
個人情報 不適正

取扱 係 是正 再
申出 審議
関 事務

略

改 正 後 改 正 前
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別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所

属

名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

市
町
村
振
興
課

一～三 略

四 住民基本
台帳法（昭
和 年法律
第 号）

及 略

同法第 条
第 項 規定
本人確認情報 開

○ ○

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所

属

名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

市
町
村
振
興
課

一～三 略

四 住民基本
台帳法（昭
和 年法律
第 号）

及 略
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地方機関
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部長課長
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地方機関
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所 局長
名 称
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地方機関
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総合事務
所 局長
名 称
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の
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の は

の
の

（鳥取県事務処理権限規則 一部改正）

鳥取県事務処理権限規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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基 知事
権限 属
事務

示及 不存在 通知

同法第 条
第 項 規定
本人確認情報 開

示請求 対 開示
期限 延長

○ ○

同法第 条
規定 開示

係 本人確認情報
訂正、追加又 削

除 申出 対 調
査及 結果 通
知

○ ○

～ 略

五～十五 略

略

基 知事
権限 属
事務

～ 略

五～十五 略

略

づく
の に
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び の

の の
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県民局長
日野総合
事務所長

県民局長
日野総合
事務所長

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

（ ） 出納員 委任 事務

区分 委任事務

部

県民室

管財課

市町村振興課

廨

廨 指定

機関

常時資金前渡

受 機関

公文書館

略

略

本人確認情報 開示 係 書面 作

成及 送付 要 費用 係 現金

収納 関 事務

略

略

略

（ ） 略

別表第 （第 条関係）

（ ） 出納員 委任 事務

区分 委任事務

部

県民室

管財課

廨

廨 指定

機関

常時資金前渡

受 機関

公文書館

略

略

略

略

略

（ ） 略

１ ２ ６

１

２

１ ２ ６

１

２

の

に させる

に しない

を けた

の に る の

び に する に る

の に する

の

に させる

に しない

を けた

（鳥取県会計規則 一部改正）

鳥取県会計規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

の

の を のように する

の の の が かれた を える

５ 39 11



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 1156 ７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報開示請求書

職 氏 名 様

住民基本台帳法第 条 第 項 規定 、次 自己 係 本人確認情報 開示 請求

。

年 月 日

郵便番号

住所
請求者

氏名

連絡先（電話番号）

本人 代 法定代理人 請求 場合 、次 欄 記入 。

注 住民票 ー 、必 記入 必要 。
開示請求 係 本人又 法定代理人 証明 必要 書類（運転免許証、旅券

等） 提出 、又 提示 。
法定代理人 開示請求 場合 、 書類 、戸籍謄本 他 法定代理人

証明 書類 提出 。

１ ２

１

１
２

３ ２

30 37の の により のとおり に る の の をしま

す

に わって が をする には の にも してください

コ ドは ずしも する はありません
に る はその であることを するために な

を し は してください
によって をする には の のほか その の である

ことを する を してください

開示請求 係 本人確
認情報 特定
必要 事項

生 年 月 日

性 別

住民票 ー

郵 送 希 望 有 無
（該当 ○ 囲 。）

年 月 日

有 ・ 無

本 人 住 所 及 氏 名

法定代理人 開示請求 理由

住 所

氏 名

連絡先（電話番号）

郵便番号

に る
を するため

に な
コ ド

の の
するものを で んでください

の び

により をする



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 115 7７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報開示通知書

番 号

様

年 月 日付 請求 本人確認情報 開示請求 、住民基本台帳法第 条 第 項

規定 、次 開示 。

年 月 日

職 氏 名 印

注 開示 日時 都合 悪 場合 、 担当課 連絡 。
開示 当日 、 通知書及 開示請求 本人又 法定代理人 証明 書類

持参 。

２ ３

２

１
２

けで のあった の については の

の により のとおり します

の が の い は あらかじめ に してください
の は この び をした はその であることを する を

してください

30 37

開示請求 係 本人 氏名

開 示 日 時

開 示 場 所

担 当 課

備 考

年 月 日

（電話 ）

に る の

の

の

から まで



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 1158 ７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報不存在通知書

様

年 月 日付 開示請求 本人確認情報 存在 、住民基本台帳法第 条 第 項

規定 通知 。

年 月 日

職 氏 名 印

３ ３

２けで のあった は しないので の

の により します

30 37

開示請求
本 人 確 認 情 報

住 所

氏 名

生 年 月 日

性 別

住民票 ー

担 当 課

備 考

年 月 日

（電話 ）

のあった

コ ド



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 115 9７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報開示期限延長通知書

番 号

様

年 月 日付 請求 本人確認情報 開示請求 、住民基本台帳法第 条 第 項

規定 、次 開示期限 延長 通知 。

年 月 日

職 氏 名 印

４ ３

２けで のあった の については の

の により のとおり を したので します

30 38

請 求 年 月 日

住民基本台帳法第 条
第 項 規定 開示 期限

延 長 後 開 示 期 限

延 長 理 由

担 当 課

備 考

年 月 日

年 月 日

年 月 日

（電話 ）

30 38の
の による の

の の

の

まで

まで

１



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 11510 ７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報訂正等申出書

職 氏 名 様

住民基本台帳法第 条 規定 、次 自己 本人確認情報 訂正（追加・削除） 申出

。

年 月 日

郵便番号

住所
請求者

氏名

連絡先（電話番号）

本人 代 法定代理人 請求 場合 、次 欄 記入 。

注 訂正（追加・削除） 申出 係 本人又 法定代理人 証明 必要 書類
（運転免許証、旅券等） 提出又 提示 。
「申出 内容」欄 、該当 項目 ○印 付 、 内容 具体的 記入 。
法定代理人 訂正（追加・削除） 申出 場合 、 書類 、戸籍謄本 他

法定代理人 証明 書類 提出 。

５ ５

１

２
３ １

30 40の の により のとおり の の の を

します

に わって が をする には の にも してください

の に る はその であることを するために な
を は してください

の は する に を け その を に してください
によって の をする には の のほか その の

であることを する を してください

訂正（追加・削除）
申出 係 本人 生年
月日等

生 年 月 日

性 別

住民票 ー

申 出 内 容

開 示 受 年 月 日

年 月 日

（ ） 訂正
（ ） 追加
（ ） 削除

年 月 日

本 人 住 所 及 氏 名

法定代理人 訂正（追加・削除）
申 出 理 由

住 所

氏 名

連絡先（電話番号）

郵便番号

の
に る の

コ ド

の

を け た

の び

により
の を す る

１
２
３



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 115 11７

様式第 号（第 条関係）

本人確認情報訂正等結果通知書

番 号

様

年 月 日付 申出 本人確認情報 訂正（追加・削除） 申出 、住民基本台帳法

第 条 規定 、次 結果 通知 。

年 月 日

職 氏 名 印

６ ６

けで のあった の の については

の の により のとおり を します30 40

訂正（追加・削除）
申出 係 本人 氏名

申 出 事 項

事 項

内 容

調査 結果

調 査 内 容

訂正（追加・削
除 ） 有 無

訂 正 追 加 削 除

有 無

の
に る の

の

の

の

１ ２ ３

１ ２



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 11512 ７

様式第 号（第 条関係）

表面

裏面

７ ７

番 号

身分証明書

所 属

職 名

氏 名

生年月日

上記 者 、住民基本台帳法第 条 第 項及 第 条 第 項 規定 立入検査 行 者

証明 。

年 月 日

職 氏 名 印

住民基本台帳法（抄）
（報告及 立入検査）
第 条 略

委任都道府県知事 、 行 本人確認情報処理事務 適正 実施 確保 必要
認 、指定情報処理機関 対 、当該本人確認情報処理事務 実施 状況 関 必要 報告 求

、又 職員 、当該本人確認情報処理事務 取 扱 指定情報処理機関 事務所 立 入 、当該本人
確認情報処理事務 実施 状況若 帳簿、書類 他 物件 検査 。
前 項 規定 立入検査 職員 、 身分 示 証明書 携帯 、関係人 請求 、

提示 。
第 項又 第 項 規定 立入検査 権限 、犯罪捜査 認 解釈 。

（報告及 立入検査）
第 条 都道府県知事 、第 条 第 項又 第 項 規定 措置 関 必要 認 、

必要 認 範囲内 、同条第 項又 第 項 規定 違反 認 足 相当
理由 者 対 、必要 事項 関 報告 求 、又 職員 、 規定 違反 認
足 相当 理由 者 事務所又 事業所 立 入 、帳簿、書類 他 物件 検査
。

前項 規定 立入検査 職員 、 身分 示 証明書 携帯 、関係人 提示
。
第 項 規定 立入検査 権限 、犯罪捜査 認 解釈 。

第 条 次 各号 該当 、 違反行為 指定情報処理機関 役員又 職員 、 万
円以下 罰金 処 。
（ ） 略
（ ） 第 条 第 項又 第 項 規定 報告 、若 虚偽 報告 、又 規定

検査 拒 、妨 、若 忌避 。
（ ） 略

第 条 第 条 第 項 規定 報告 、若 虚偽 報告 、又 同項 規定 検査 拒
、妨 、若 忌避 者 、 万円以下 罰金 処 。

の は の び の の により を う であるこ

とを する

び
の

は その わせることとした の な を するため があ
ると めるときは に し の の に し な を
め はその に を り う の に ち り

の の しくは その の を させることができる
の により をする は その を す を し の があつたときは

これを しなければならない
は の による の は のために められたものと してはならない

び
の は の は の による に し があると めるときは

その と められる において は の に していると めるに りる の
がある に し な に し を め はその に これらの に していると める

に りる の がある の は に ち り その の を させることがで
きる

の により をする は その を す を し に しなければならな
い

の による の は のために められたものと してはならない

の のいずれかに するときは その をした の は は
の に する

の は の による をせず しくは の をし はこれらの に
よる を み げ しくは したとき

の の による をせず しくは の をし は の による を
み げ しくは した は の に する

30 23 34

30 23

34 30 43

46 30

30 23

47 34
20

２ ２ １

２

３ ２

４ １ ２

２ ４ ５
２ ３

２

３ ２

１
２ １ ２

３

２ １



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 115 13７

改 正 後 改 正 前

（精神障害者保健福祉手帳 申請等）

第 条 略

省令第 条第 号 診断書 、様式第 号

。

（精神障害者保健福祉手帳 申請等）

第 条 略

省令第 条第 項第 号 診断書 、様式第 号

。

の

の は によるも

のとする

の

の は に

よるものとする

18

23 24

18

23 24２ １ ２ １ １

精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則 一部 改正 規則

第 条 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

第 条 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則 一部 次 改正 。

び に する の を する をここに する

び に する の を する

び に する の を のように

する

の の の が かれた を の の が かれた に める

び に する の を のように する

14 26

49 31

７

１

２

鳥取県規則第 号82



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 11514 ７

様式第 号 （第 条関係）（Ａ列 号）

診断書（通院医療費公費負担用）

９ ２ ９ ３の

氏 名

住 所

① 病名

② 発病 現在
病歴（推定発病年月、
精神科受診歴等）

明治・大正・昭和・平成
年 月 日生（満 歳）

性
別

（ ） 主 精神障害 ＩＣＤ ー（ ）
（ ） 従 精神障害 ＩＣＤ ー（ ）
（ ） 身 体 合 併 症

推定発病年月 年 月（頃）

③ 現在 病状、状態像等（該当 項目 ○ 囲 。）
（ ） 抑 状態

思考・運動抑制 刺激性、興奮 憂 気分 他（ ）
（ ） 状態

行為心迫 多弁 感情高揚・刺激性 他（ ）
（ ） 幻覚妄想状態

幻覚 妄想 他（ ）
（ ） 精神運動興奮及 混迷 状態

興奮 混迷 拒絶 他（ ）
（ ） 分裂病等残遺状態

自閉 感情鈍麻 意欲 減退 他（ ）
（ ） 情動及 行動 障害

爆発性 暴力・衝動行為 多動 食行動 異常 他（ ）
（ ） 不安及 不穏

強度 不安・恐怖感 強迫体験 他（ ）
（ ） 及 意識障害

意識障害 他（ ）
（ ） 精神作用物質 乱用及 依存

ー 覚 剤 有機溶剤 他（ ）
（ ） 知能障害

知的障害（精神遅滞） 軽度 中等度 重度
痴呆

④ ③ 病状、状態像等 具体的程度、症状等（ 、発作 類型及 頻度 記載
。）

⑤ 現在 治療内容
投薬内容

精神療法等

訪問看護指示 有無（ 有 ・ 無 ）

⑥ 今後 治療方針

⑦ 現在 精神保健福祉 ー 利用状況
（社会復帰施設、小規模作業所、 ー ー 、 ー 、訪問指導等）

⑧ 備考

年 月 日
医療機関 所 在 地

名 称
電話番号

医 師 氏 名

注 「ＩＣＤ ー」 、世界保健機関 定 ＩＣＤ （国際疾病分類） Ｆ Ｆ （精神
症状 伴 、Ｇ ） 記載 。
医師 氏名 自署 場合 、押印 省略 。

から までの

たる カテゴリ
たる カテゴリ

の する を で むこと
うつ

うつ その
そう

その

その
び の

その

の その
び の

の その
び
の その

けいれん び
けいれん その

の び
アルコ ル せい その

ア イ ウ

の の てんかんにあっては の び について する
こと

の

の

の

の サ ビスの
グル プホ ム ホ ムヘルプ

カテゴリ には が める の から まで
を わないてんかんにあっては のいずれかを すること
の を する には を することができること

１
２
３

１
１ ２ ３ ４

２
１ ２ ３ ４

３
１ ２ ３

４
１ ２ ３ ４

５
１ ２ ３ ４

６
１ ２ ３ ４ ５

７
１ ２ ３

８
１ ２ ３

９
１ ２ ３ ４

１
２

１

２

３

１ － ０ ９
４

２

10

10

様式第 号 次 改 。９ ２の を のように める



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 26 115 15７

様式第 号（第 条関係）（Ａ列 号）

診断書（精神障害者保健福祉手帳用）

24 18 ３

氏 名

住 所

① 病名

② 発病 現在
病歴（推定発病年月、
初診年月日、精神科受
診歴等）

明治・大正・昭和・平成
年 月 日生（満 歳）

性
別

（ ） 主 精神障害 ＩＣＤ ー（ ）
（ ） 従 精神障害 ＩＣＤ ー（ ）
（ ） 身 体 合 併 症
推定発病年月 年 月（頃）
初診年月日 年 月 日

③ 現在 病状、状態像等（該当 項目 ○ 囲 。）
（ ） 抑 状態

思考・運動抑制 刺激性、興奮 憂 気分 他（ ）
（ ） 状態

行為心迫 多弁 感情高揚・刺激性 他（ ）
（ ） 幻覚妄想状態

幻覚 妄想 他（ ）
（ ） 精神運動興奮及 混迷 状態

興奮 混迷 拒絶 他（ ）
（ ） 分裂病等残遺状態

自閉 感情鈍麻 意欲 減退 他（ ）
（ ） 情動及 行動 障害

爆発性 暴力・衝動行為 多動 食行動 異常 他（ ）
（ ） 不安及 不穏

強度 不安・恐怖感 強迫体験 他（ ）
（ ） 及 意識障害

意識障害 他（ ）
（ ） 精神作用物質 乱用及 依存

ー 覚 剤 有機溶剤 他（ ）
（ ） 知能障害

知的障害（精神遅滞） 軽度 中等度 重度
痴呆

④ ③ 病状、状態像等 具体的程度、症状等（ 、発作 類型及 頻度 記載
。）

⑤ 生活能力 状態（保護的環境 、例 ー 等 単身生活 行 場合 想定 判定 。）
現在 生活環境
入院・入所（施設名 ）・在宅・ 他
日常生活能力 判定（該当 一 ○ 囲 。）

（ ） 適切 食事摂取
自発的 ・自発的 援助 必要・援助

・
（ ） 身辺 清潔保持

自発的 ・自発的 援助 必要・援助
・

（ ） 金銭管理及 買物
適切 ・ 援助 必要・援助

・
（ ） 通院及 服薬（要・不要）

適切 ・ 援助 必要・援助
・

（ ） 他人 意思伝達・対人関係
適切 ・ 援助 必要・援助

・
（ ） 身辺 安全保持・危機対応

適切 ・ 援助 必要・援助
・

（ ） 社会的手続 公共施設 利用
適切 ・ 援助 必要・援助

・
（ ） 趣味・娯楽 関心、文化的社会的活動 参加

適切 ・ 援助 必要・援助
・

日常生活能力 程度
（該当 番号 選 、 一 ○
囲 。）

（ ） 精神障害 認 、日常生活及 社
会生活 普通 。

（ ） 精神障害 認 、日常生活又 社会生
活 一定 制限 受 。

（ ） 精神障害 認 、日常生活 著 制
限 受 、時 応 援助 必要

。
（ ） 精神障害 認 、日常生活 著 制
限 受 、常時援助 必要 。

（ ） 精神障害 認 、身
。
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１
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２
１ ２ ３ ４

３
１ ２ ３

４
１ ２ ３ ４

５
１ ２ ３ ４

６
１ ２ ３ ４ ５

７
１ ２ ３

８
１ ２ ３

９
１ ２ ３ ４

１
２

１

２
１

２

３

４

５

６

７

８

３

１

２

３

４
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⑥ 現在 精神保健福祉 ー 利用状況
（社会復帰施設、小規模作業所、 ー ー 、 ー 、訪問指導等）

⑦ 備考
年 月 日

医療機関 所 在 地
名 称
電話番号

医 師 氏 名

注 「ＩＣＤ ー」 、世界保健機関 定 ＩＣＤ （国際疾病分類） Ｆ Ｆ （精神
症状 伴 、Ｇ ） 記載 。
医師 氏名 自署 場合 、押印 省略 。

の サ ビスの
グル プホ ム ホ ムヘルプ

カテゴリ には が める の から まで
を わないてんかんにあっては のいずれかを すること
の を する には を することができること

１ － ０ ９
４

２

10

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 。

規則 施行 際現 存 書類 、改正前 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則 定

作成 、改正後 精神保健及 精神障害者福祉 関 法律施行細則（以下

「新細則」 。） 規定 、当分 間、所要 調整 上 新細則 定 書類 使用

。

１

２

この は の から する

この の の に する で の び に する の め

るところにより されているものは の び に する

という の にかかわらず の の をした で に める として

することができる


